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を
記
載
し
、
申
し
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

※
公
述
で
き
る
の
は
、
県
中
都

市
計
画
区
域
又
は
県
南
都
市
計

画
区
域
内
に
住
ん
で
い
る
方
で

す
。

問
県
南
建
設
事
務
所
企
画
調
査
課

☎
０
２
４
８
・
２
３
・
１
６
１
７

問
県
庁
土
木
部
都
市
計
画
課

☎
０
２
４
・
５
２
１
・
７
５
０
７

　

県
で
は
、
10
月
を
「
不
正
軽

油
撲
滅
強
化
月
間
」
と
定
め
、

関
係
団
体
と
協
力
し
て
、
不
正

軽
油
の
排
除
に
取
り
組
ん
で
、

お
り
ま
す
。

　

軽
油
に
課
税
さ
れ
る
軽
油
引

取
税
を
脱
税
す
る
目
的
で
、
軽

油
に
灯
油
や
重
油
を
混
ぜ
る
な

ど
し
て
製
造
さ
れ
た
燃
料
、
い

わ
ゆ
る
「
不
正
軽
油
」
が
正
常

な
軽
油
と
偽
っ
て
販
売
、
使
用

さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
不
正
軽
油
は
、
悪
質
な

脱
税
行
為
で
あ
り
、
環
境
汚
染

や
不
法
投
棄
の
問
題
の
ほ
か
、

公
正
な
市
場
競
争
の
阻
害
、
更

に
は
暴
力
団
等
の
資
金
源
に
も

つ
な
が
り
ま
す
。

「
不
正
軽
油
を
作
ら
な
い
・
売

ら
な
い
・
買
わ
な
い
・
使
わ
な

い
。
」

　

村
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
心

配
な
こ
と
が
あ
っ
て
困
っ
て
い

る
方
の
た
め
に
、
心
配
ご
と
相

談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

10
月
10
日
㈯

　
　
　
　

10
：
00
～
12
：
00

◆
会
場　

泉
崎
村
保
健
福
祉

　
　
　
　
　
　

総
合
セ
ン
タ
ー

◆
相
談
員　

村
民
生
委
員

　

有
賀
路
夫
・
星
キ
ヨ
子

問
村
社
会
福
祉
協
議
会

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
５
５
５

　

現
在
総
務
省
で
は
、
一
般
社

団
法
人
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
推
進

協
議
会
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
決
済
統
一
規
格
「
Ｊ

Ｐ
Ｑ
Ｒ
」
の
普
及
を
推
進
し
て

お
り
ま
す
。

　

そ
の
一
環
と
し
て
、
泉
崎
村

で
も
「
Ｊ
Ｐ
Ｑ
Ｒ
」
に
関
す
る

事
業
者
向
け
の
説
明
会
を
開
催

い
た
し
ま
す
。

　

参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

10
月
９
日
㈮
ま
で
に
役
場
ま
た

は
商
工
会
ま
で
お
申
込
み
く
だ

　

福
島
県
弁
護
士
会
白
河
支
部

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

を
実
施
い
た
し
ま
す
。

　

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
予
約
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

◆
日
時　

10
月
23
日
㈮

　
　
　
　

13
：
00
～
16
：
00

◆
会
場　

泉
崎
村
保
健
福
祉

 

総
合
セ
ン
タ
ー

問
村
社
会
福
祉
協
議
会

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
５
５
５

　

心
理
士
に
よ
る
心
の
相
談
会

を
実
施
し
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

　

心
の
悩
み
で
お
悩
み
の
方
、

又
は
そ
の
家
族
の
方
は
こ
の
機

会
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
事
前
の
予
約
が
必
要

で
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

応
相
談

◆
会
場　

泉
崎
村
保
健
福
祉

 

総
合
セ
ン
タ
ー

問
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
３
３
５

さ
い
。

◆
日
時　

10
月
21
日
㈬

　
　
　
　

14
：
30
～
16
：
00

◆
会
場　

村
防
災
セ
ン
タ
ー

◆
申
込
締
切　

10
月
９
日
㈮

問
村
総
務
課
企
画
財
政
係

☎
０
２
４
８
・
５
３
・
２
４
０
９

問
泉
崎
村
商
工
会

☎
０
２
４
８
・
５
３
・
２
２
０
２

　

都
市
計
画
道
路
国
道
４
号

（
矢
吹
鏡
石
拡
幅
）
の
変
更
に

関
す
る
公
聴
会
を
左
記
の
と
お

り
開
催
し
ま
す
。

【
公
聴
会
】

◆
日
時　

10
月
27
日
㈫

　
　
　
　

18
：
30
～

◆
場
所　

矢
吹
町
文
化
セ
ン
タ

ー
大
ホ
ー
ル

【
都
市
計
画
案
を
縦
覧
し
ま
す
】

◆
日
時　

10
月
６
日
㈫
～
10
月

20
日
㈫

▼
場
所　

村
事
業
課
建
設
水
道

係
、
県
南
建
設
事
務
所
企
画
調

査
課
、
県
庁
土
木
部
都
市
計
画

課
（
福
島
市
）

【
公
述
の
申
出
】

　

公
聴
会
で
計
画
案
に
意
見
を

述
べ
よ
う
と
す
る
方
は
、
10
月

20
日
㈫
ま
で
に
、
縦
覧
会
場
に

備
え
付
け
の
用
紙
に
必
要
事
項

相　
　

談

無
料
法
律
相
談

心
の
相
談
会

心
配
ご
と
相
談
所

10
月
は
不
正
軽
油
撲
滅

強
化
月
間

案　
　

内

総
務
省
統
一
Ｑ
Ｒ
コ

ー
ド
「
Ｊ
Ｐ
Ｑ
Ｒ
」

事
業
者
説
明
会

国
道
４
号
（
矢
吹
鏡

石
拡
幅
）
の
変
更
に

関
す
る
公
聴
会
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不
正
軽
油
の
防
止
・
撲
滅
に

は
、
県
民
の
皆
様
の
ご
協
力
と

情
報
提
供
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

不
正
軽
油
の
情
報
提
供
に
つ

き
ま
し
て
は
、
県
庁
税
務
課
ま

た
は
最
寄
り
の
地
方
振
興
局
県

税
部
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
県
庁
総
務
部
税
務
課

☎
０
２
４
・
５
２
１
・
７
２
０
５

FAX
０
２
４
・
５
２
１
・
７
９
０
５

✉zeim
u@

pref.fukushim
a.

lg.jp問
県
南
地
方
振
興
局
県
税
部

☎
０
２
４
８
・
２
３
・
１
５
１
９

FAX
０
２
４
８
・
２
３
・
１
５
２
１

✉kennan.kenzei@
pref.

fukushim
a.lg.jp

　

全
国
の
登
記
所
（
法
務
局
）

に
お
い
て
、
法
定
相
続
人
が
誰

で
あ
る
の
か
を
登
記
官
が
証
明

す
る
「
法
定
相
続
情
報
証
明
制

度
」
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
各
種
相
続
手
続
で
戸
籍
謄

本
の
束
を
何
度
も
出
し
直
す
必

要
が
な
く
な
り
ま
す
（
※
）

　

手
数
料
も
無
料
で
、
複
数
あ

る
相
続
手
続
が
同
時
に
進
め
ら

れ
る
な
ど
、
と
て
も
便
利
で
お

得
な
制
度
で
す
の
で
、
是
非
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

　

発
行
に
必
要
な
書
類
等
、
詳

し
く
は
法
務
省
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ

又
は
、
下
記
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
相
続
手
続
で
必
要
と
な
る
書

類
は
、
各
機
関
で
異
な
り
ま
す

の
で
、
必
要
な
書
類
は
提
出
先

と
な
る
各
機
関
に
ご
照
会
く
だ

さ
い
。

問
福
島
地
方
法
務
局
白
河
支
局

☎
０
２
４
８
・
２
２
・
１
２
０
７

・
離
婚
し
た
場
合
、
お
二
人
の

婚
姻
期
間
中
の
厚
生
年
金
を
分

割
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
年

金
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
離
婚
後
２
年
以
内
（
※
）
に

手
続
を
行
っ
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
る
の
で
、
お
早
め
に
、
お

近
く
の
年
金
事
務
所
ま
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

※
年
金
分
割
割
合
を
定
め
る
調

停
等
の
長
期
化
に
よ
り
離
婚
後

２
年
を
経
過
し
た
場
合
は
、
調

停
等
の
成
立
か
ら
６
ヶ
月
以
内

で
あ
れ
ば
手
続
き
可
能
で
す
。

※
調
停
等
の
成
立
日
が
令
和
２

年
８
月
２
日
以
前
の
場
合
は

１
ヶ
月
以
内

年
金
分
割
の
方
法
（
２
種
類
）

①
合
意
分
割

・
お
二
人
か
ら
の
請
求
に
よ
り
、

年
金
を
分
割
で
き
ま
す
。

・
年
金
分
割
の
割
合
は
、
お
二

人
の
合
意
、
ま
た
は
、
裁
判

手
続
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま

す
。

②
３
号
分
割

・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
妻
で
あ
る

専
業
主
婦
の
方
な
ど
、
国

民
年
金
第
３
号
被
保
険
者

（
※
）
で
あ
っ
た
方
か
ら
の

請
求
に
よ
り
、
年
金
を
分
割

で
き
ま
す
。

・
年
金
分
割
の
割
合
は
、
２
分

の
１
ず
つ
と
な
り
ま
す
。

・
平
成
20
年
４
月
以
降
の
第
３

号
被
保
険
者
期
間
中
の
報
酬

額
が
分
割
の
対
象
に
な
り
ま

す
。

※
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者

ま
た
は
共
済
組
合
の
組
合
員
の

被
扶
養
配
偶
者
で
、
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
方
。

　

相
談
の
際
は
、
基
礎
年
金
番

号
が
わ
か
る
も
の
を
ご
準
備
の

上
、
ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
年
金
相
談
予
約
受
付
専
用
電
話

☎
０
５
７
０
・
０
５
・
４
８
９
０

問
白
河
年
金
事
務
所

☎
０
２
４
８
・
２
７
・
４
１
６
１

　

建
退
共
制
度
は
、
中
小
企
業

退
職
金
共
済
法
に
基
づ
き
建
設

現
場
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
と

建
設
業
を
営
む
中
小
企
業
の
振

興
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た

退
職
金
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
事
業
主
の

方
々
が
労
働
者
の
働
い
た
日
数

に
応
じ
て
掛
金
と
な
る
共
済
証

紙
を
共
済
手
帳
に
貼
り
、
そ
の

労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く
こ

と
を
や
め
た
と
き
に
建
退
共
か

ら
退
職
金
を
支
払
う
と
い
う
、

い
わ
ば
業
界
全
体
で
の
退
職
金

制
度
で
す
。

◆
加
入
で
き
る
事
業
主

　

建
設
業
を
営
む
方

◆
対
象
と
な
る
労
働
者

　

建
設
業
の
現
場
で
働
く
人

◆
掛
金　

日
額
310
円

◆
特
徴　

国
の
制
度
な
の
で
安

全
、
確
実
、
申
込
み
手
続
き
は

簡
単
で
す
。
経
営
事
項
審
査
で

加
点
評
価
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し
ま

す
。
掛
金
は
事
業
主
負
担
と
な

り
ま
す
が
、
法
人
は
損
金
、
個

人
で
は
必
要
経
費
と
し
て
扱
わ

れ
、
税
法
上
全
額
非
課
税
と
な

り
ま
す
。
事
業
主
が
変
わ
っ
て

も
退
職
金
は
企
業
間
を
通
算
し

て
計
算
さ
れ
ま
す
。

問
建
設
業
退
職
金
共
済
福
島
県

支
部

☎
０
２
４
・
５
２
３
・
１
６
１
８

「
法
定
相
続
情
報
証
明

制
度
」が
便
利
で
お
得

で
す

離
婚
時
の
年
金
分
割

制
度
の
お
知
ら
せ

知
っ
て
ま
す
か
？

建
退
共
制
度

確かな信用、確かな技術

〒969-0102  泉 崎 村 大 字 関 和 久 字 瀬 知 房 ５
 TEL 54-1101　 FAX 54-1103株式会社 兼 千

かね せん

上　下　水　道　／　設　備　工　事　／　土 木 と び 工 事
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